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(57)【要約】
【課題】ジチオカルバミン酸の亜鉛塩は汎用ゴムの加硫促進剤として一般的に用いられて
おり、ニッケル化合物を含まないエピハロヒドリン系ゴムにも多用されてきた。しかしな
がらジチオカルバミン酸の亜鉛塩を含有するエピハロヒドリン系ゴムは加硫時に金型や鉄
心を汚染するという問題が発生する。本発明の課題はニッケル化合物を含まないエピハロ
ヒドリン系ゴムにおいて耐熱性を損なわず、金型や鉄心を汚染しない方法を提供するとこ
ろにある。
【解決手段】エピハロヒドリン系ゴム、加硫剤、受酸剤、加硫促進剤を含有する加硫用ゴ
ム組成物に、更にカルボン酸の亜鉛塩を加えることにより、耐熱性を損なわずに金属汚染
を低減できることを見出した。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ニッケル化合物を含有しないゴム組成物において、（ａ）エピハロヒドリン系ゴム、（
ｂ）受酸剤、（ｃ）加硫剤、（ｄ）加硫促進剤および（ｅ）カルボン酸の亜鉛塩を含有す
ることを特徴とする低金属汚染性ゴム組成物。
【請求項２】
　（ｅ）カルボン酸の亜鉛塩が炭素数１０～２４のカルボン酸の亜鉛塩であることを特徴
とする請求項１に記載の低金属汚染性ゴム組成物。
【請求項３】
　（ｅ）カルボン酸の亜鉛塩が炭素数１０～２４の脂式モノカルボン酸の亜鉛塩、脂式ジ
カルボン酸の亜鉛塩であることを特徴とする請求項１又は２に記載の低金属汚染性ゴム組
成物。
【請求項４】
　（ｂ）受酸剤が合成ハイドロタルサイトおよび／または金属酸化物であることを特徴と
する請求項１～３のいずれかに記載の低金属汚染性ゴム組成物。
【請求項５】
　（ｃ）加硫剤がキノキサリン系加硫剤であることを特徴とする請求項１～４のいずれか
に記載の低金属汚染性ゴム組成物。
【請求項６】
　（ｃ）キノキサリン系加硫剤が６－メチルキノキサリン－２，３－ジチオカーボネート
であることを特徴とする請求項５に記載の低金属汚染性ゴム組成物。
【請求項７】
　（ｄ）加硫促進剤が１,　８-ジアザビシクロ（５,　４,　０）ウンデセン-７塩である
ことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の低金属汚染性ゴム組成物。
【請求項８】
　上記（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）の配合量が（ａ）エピハロヒドリン系ゴム１００
重量部に対してそれぞれ以下の範囲であることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記
載の低金属汚染性ゴム組成物。
（ｂ）１重量部～２０重量部
（ｃ）０．３重量部～５重量部
（ｄ）０．１重量部～３重量
（ｅ）０．１重量部～３重量部
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載の低金属汚染性ゴム組成物を加硫してなる加硫ゴム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のゴムからなる工業用ゴム部品。
【請求項１１】
　（ａ）エピハロヒドリン系ゴム、（ｂ）受酸剤、（ｃ）加硫剤、（ｄ）加硫促進剤を含
有する加硫用組成物を金属と接触させながら加硫させる加硫成型ゴムの製造方法において
、加硫用組成物がカルボン酸の亜鉛塩を含有することを特徴とする加硫成型ゴムの製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加硫時における金属に対する汚染性の改良されたエピハロヒドリン系ゴムを
ベースとする加硫用ゴム組成物および同組成物を加硫してなる加硫ゴム材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エピハロヒドリン系ゴム材料はその耐熱性、耐油性、耐オゾン性等を活かして、自動車
用途では燃料ホースやエアー系ホース、チューブ材料、また、特異的な電気特性を生かし
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てＯＡ機器のロールとして幅広く使用されている。しかしながら、近年環境負荷物質の削
減等により法規制・自主規制等で様々な物質の使用が控えられるようになっており、それ
らの物質の代替物の探索が種々行われてきた。
【０００３】
　エピハロヒドリン系ゴムにおいても耐熱性、耐オゾン性を向上させ得る有効な老化防止
剤として、有機ニッケル化合物、特にジブチルジチオカルバミン酸ニッケルが広く用いら
れてきた。しかしながら、近年において有機ニッケル化合物はその毒性が懸念され始めて
おり、エピハロヒドリン系ゴムにおける有機ニッケル化合物を使用しない耐熱、耐オゾン
性に優れた老化防止剤が求められていた。
【０００４】
　一方、エピハロヒドリン系ゴムの加硫剤として硫黄、有機過酸化物、ポリアミン系加硫
剤、チアジアゾール系加硫剤、チオウレア系加硫剤、メルカプトトリアジン系加硫剤、キ
ノキサリン系加硫剤などが用いられてきた。しかしながら、エピハロヒドリン系ゴムから
上記ニッケル化合物を除外すると耐熱性などを著しく損ない、実用上不具合が生じる問題
があった。これは一般的なニッケル化合物を含まない他のゴム用老化防止剤を配合するだ
けでは解決するものではなかった。そこで特定の有機亜鉛化合物を配合してこの問題の解
決を図った（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２５３１１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の有機亜鉛化合物のうちジチオカルバミン酸の亜鉛塩は汎用ゴムの加硫促進剤とし
て一般的に用いられており、ニッケル化合物を含まないエピハロヒドリン系ゴムにも多用
されてきた。しかしながらジチオカルバミン酸の亜鉛塩を含有するエピハロヒドリン系ゴ
ムは加硫時に金型や鉄心を汚染するという問題が発生し、その解決が望まれた。本発明の
目的は上記実情に鑑み、ニッケル化合物を含まないエピハロヒドリン系ゴムにおいて耐熱
性を損なわず、金型や鉄心を汚染しない方法を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく種々検討を重ねたところ、エピハロヒドリン系ゴ
ム、加硫剤、受酸剤、加硫促進剤を含有する加硫用ゴム組成物に、更にカルボン酸の亜鉛
塩を加えることにより、耐熱性を損なわずに金属汚染を低減できることを見出し、本発明
を完成するに至った。
【０００８】
　すなわち本発明は、ニッケル化合物を含まず、（ａ）エピハロヒドリン系ゴム、（ｂ）
受酸剤、（ｃ）加硫剤、（ｄ）加硫促進剤、および（ｅ）カルボン酸の亜鉛塩を含有する
低金属汚染性組成物、該組成物を加硫してなる加硫ゴム、ならびに該加硫ゴムが加硫時に
金属と接触させながら加硫成型される加硫ゴム、それらよりなる自動車用ゴム部品に関す
る。
【０００９】
　また、本発明は、（ａ）エピハロヒドリン系ゴム、（ｂ）受酸剤、（ｃ）加硫剤、（ｄ
）加硫促進剤を含有する加硫用組成物を金属と接触させながら加硫させる加硫成型ゴムの
製造方法において、加硫用組成物がカルボン酸の亜鉛塩を含有することを特徴とする加硫
成型ゴムの製造方法である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、エピハロヒドリン系ゴムにおいて耐熱性を損なうことなく金属汚染性の
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改良された加硫用ゴム組成物およびその加硫ゴム材料を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の構成について詳細に説明する。
【００１２】
ゴム組成物
　本発明のゴム組成物は、加硫前のゴム組成物を指し、少なくともエピハロヒドリン系ゴ
ム、受酸剤、加硫剤、加硫促進剤、およびカルボン酸の亜鉛塩を含有する。
【００１３】
エピハロヒドリン系ゴム
　本発明組成物において、エピハロヒドリン系ゴム（ａ）とは、エピハロヒドリン単独重
合体またはエピハロヒドリンと共重合可能な他のエポキシド、例えばエチレンオキサイド
、プロピレンオキサイド、アリルグリシジルエーテル等との共重合体をいう。これらを例
示すれば、エピクロルヒドリン単独重合体、エピブロムヒドリン単独重合体、エピクロル
ヒドリン－エチレンオキサイド共重合体、エピブロムヒドリン－エチレンオキサイド共重
合体、エピクロルヒドリン－プロピレンオキサイド共重合体、エピブロムヒドリン－プロ
ピレンオキサイド共重合体、エピクロルヒドリン－エチレンオキサイド－アリルグリシジ
ルエーテル三元共重合体、エピブロムヒドリン－エチレンオキサイド－アリルグリシジル
エーテル三元共重合体、エピクロルヒドリン－エチレンオキサイド－プロピレンオキサイ
ド－アリルグリシジルエーテル四元共重合体、エピブロムヒドリン－エチレンオキサイド
－プロピレンオキサイド－アリルグリシジルエーテル四元共重合体等を挙げることができ
る。エピハロヒドリン系ゴムとしてはエピクロルヒドリン単独重合体またはエピクロルヒ
ドリンと共重合可能なエポキシドとの共重合体であるエピクロルヒドリン系ゴムであるこ
とが好ましい。エピクロルヒドリン系ゴムとしては、エピクロルヒドリン単独重合体、エ
ピクロルヒドリン－エチレンオキサイド共重合体、エピクロルヒドリン－エチレンオキサ
イド－アリルグリシジルエーテル三元共重合体であることが好ましく、エピクロルヒドリ
ン－エチレンオキサイド共重合体、エピクロルヒドリン－エチレンオキサイド－アリルグ
リシジルエーテル三元共重合体であることが特に好ましい。
　これら単独重合体または共重合体の分子量は特に制限されないが、通常ムーニー粘度表
示でＭＬ1+4（１００℃）＝３０～１５０程度である。
【００１４】
　共重合体の場合、それら共重合割合は、例えば、エピクロルヒドリン５ｍｏｌ～９５ｍ
ｏｌ％、好ましくは１０ｍｏｌ％～７５ｍｏｌ％、さらに好ましくは１０～６５ｍｏｌ％
、エチレンオキサイド５ｍｏｌ％～９５ｍｏｌ％、好ましくは２５ｍｏｌ％～９０ｍｏｌ
％、さらに好ましくは３５ｍｏｌ％～９０ｍｏｌ％、アリルグリシジルエーテル０ｍｏｌ
％～１０ｍｏｌ％、好ましくは１ｍｏｌ％～８ｍｏｌ％、さらに好ましくは１ｍｏｌ％～
７ｍｏｌ％である。
【００１５】
受酸剤
　本発明で用いられる（ｂ）受酸剤としては、加硫剤に応じて公知の受酸剤を使用できる
が、好ましくは合成ハイドロタルサイトおよび／または金属酸化物である。金属酸化物と
しては、周期表２族、１２族、１３族、および14族金属の酸化物、具体的には酸化マグネ
シウム、生石灰、亜鉛華、酸化錫などが挙げられる。
【００１６】
　合成ハイドロタルサイトは下記一般式（１）
ＭｇＸＺｎＹＡｌＺ（ＯＨ）２（Ｘ+Ｙ）+３Ｚ－２ＣＯ３・ｗＨ２Ｏ　　（１）
［式中、ｘとy は０～１０の実数、但しｘ＋ｙは１～１０、ｚは１～５の実数、ｗは０～
１０の実数をそれぞれ示す］で表わされる。一般式（１）で表されるハイドロタルサイト
類の例として、
　　Ｍｇ４．５Ａｌ２（ＯＨ）１３ＣＯ３・３．５Ｈ２Ｏ
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　　Ｍｇ４．５Ａｌ２（ＯＨ）１３ＣＯ３　
　　Ｍｇ４Ａｌ２（ＯＨ）１２ＣＯ３・３．５Ｈ２Ｏ
　　Ｍｇ６Ａｌ２（ＯＨ）１６ＣＯ３・４Ｈ２Ｏ
　　Ｍｇ５Ａｌ２（ＯＨ）１４ＣＯ３・４Ｈ２Ｏ
　　Ｍｇ３Ａｌ２（ＯＨ）１０ＣＯ３・１．７Ｈ２Ｏ
　　Ｍｇ３　ＺｎＡｌ２（ＯＨ）１２ＣＯ３・３．５Ｈ２Ｏ
　　Ｍｇ３　ＺｎＡｌ２　（ＯＨ）１２ＣＯ３　

等を挙げることができる。
【００１７】
　受酸剤の配合量は、エピハロヒドリン系ゴム１００重量部に対して０．２～５０重量部
であり、０．５～５０重量部であることが好ましく、１～２０重量部であることが特に好
ましい。受酸剤がエピハロヒドリン系ゴム１００重量部に対して０．２重量部未満の配合
量では架橋が不十分となり、一方エピハロヒドリン系ゴム１００重量部に対して５０重量
部を超えると、加硫物が剛直になりすぎてエピハロヒドリン系ゴム加硫物として通常期待
される物性が得られなくなる。
【００１８】
加硫剤
　本発明で用いられる（ｃ）加硫剤としては、エピハロヒドリン系ゴムを架橋できるもの
であれば特に限定されないが、ポリアミン系加硫剤、チオウレア系加硫剤、チアジアゾー
ル系加硫剤、メルカプトトリアジン系加硫剤、キノキサリン系加硫剤、有機過酸化物、硫
黄、モルホリンポリスルフィド系加硫剤、チウラムポリスルフィド系加硫剤等が使用され
るが、好ましくはキノキサリン系加硫剤が挙げられる。
【００１９】
　加硫剤を例示すれば、ポリアミン系加硫剤としては、エチレンジアミン、ヘキサメチレ
ンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、ヘキサメチレンテトラミ
ン、p-フェニレンジアミン、クメンジアミン、Ｎ，Ｎ'－ジシンナミリデン－１，６－ヘ
キサンジアミン、エチレンジアミンカーバメート、ヘキサメチレンジアミンカーバメート
等が挙げられ、チオウレア系加硫剤としては、２－メルカプトイミダゾリン、１，３－ジ
エチルチオウレア、１，３－ジブチルチオウレア、トリメチルチオウレア等が挙げられ、
チアジアゾール系加硫剤としては、２，５－ジメルカプト－１，３，４－チアジアゾール
、２－メルカプト－１，３，４－チアジアゾール－５－チオベンゾエート等が挙げられ、
メルカプトトリアジン系加硫剤としては、２，４，６－トリメルカプト－１，３，５－ト
リアジン、１－ヘキシルアミノ－３，５－ジメルカプトトリアジン、１－ジエチルアミノ
－３，５－ジメルカプトトリアジン、１－シクロヘキシルアミノ－３，５－ジメルカプト
トリアジン、１－ジブチルアミノ－３，５－ジメルカプトトリアジン、２－アニリノ－４
，６－ジメルカプトトリアジン、１－フェニルアミノ－３，５－ジメルカプトトリアジン
等が挙げられ、キノキサリン系加硫剤としては、２，３－ジメルカプトキノキサリン、キ
ノキサリン－２，３－ジチオカーボネート、６－メチルキノキサリン－２，３－ジチオカ
ーボネート、５，８－ジメチルキノキサリン－２，３－ジチカーボネート等が挙げられ、
有機過酸化物としては、ｔｅｒｔ－ブチルヒドロパーオキサイド、ｐ－メンタンヒドロパ
ーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、ｔｅｒｔ－ブチルパーオキサイド、１，３－ビ
ス（ｔｅｒｔ－ブチルパーオキシイソプロピル）ベンゼン、２，５－ジメチル－２，５－
ジ（ｔｅｒｔ－ブチルパーオキシ）ヘキサン、ベンゾイルパーオキサイド、ｔｅｒｔ－ブ
チルパーオキシベンゾエート等が挙げられ、モルホリンポリスルフィド系加硫剤としては
、モルホリンジスルフィドが挙げられ、チウラムポリスルフィド系加硫剤としては、テト
ラメチルチウラムジスルフィド、テトラエチルチウラムジスルフィド、テトラブチルチウ
ラムジスルフィド、ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド、ジペンタメチレンチウ
ラムヘキサスルフィド等が挙げられる。
【００２０】
　加硫剤の配合量は、エピハロヒドリン系ゴム１００重量部に対して０．１～１０重量部
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であり、０．３～５重量部であることが好ましい。エピハロヒドリン系ゴム１００重量部
に対して０．１重量部未満の配合量では架橋が不十分となり、一方。エピハロヒドリン系
ゴム１００重量部に対して１０重量部を超えると、加硫物が剛直になりすぎてエピハロヒ
ドリン系ゴム加硫物として通常期待される物性が得られなくなる。特に好ましい加硫剤と
しては６－メチルキノキサリン－２，３－ジチオカーボネートが挙げられる。加硫剤は一
種を単独で用いても、二種以上を組み合わせて用いても良い。
【００２１】
加硫促進剤
　本発明で用いられる（ｄ）加硫促進剤は加硫剤と共に用いられる公知の加硫促進剤であ
れば特に限定されることなく使用できる。
【００２２】
　これらの加硫促進剤の例としては、硫黄、チウラムスフィド類、モルホリンスルフィド
類、アミン類、アミンの弱酸塩類、塩基性シリカ、四級アンモニウム塩類、四級ホスホニ
ウム塩類、多官能ビニル化合物、メルカプトベンゾチアゾール類、スルフェンアミド類、
ジメチオカーバメート類等を挙げることができる。好ましい促進剤として、１,８-ジアザ
ビシクロ（５,４,０）ウンデセン-７（以下ＤＢＵと略）塩、１,５-ジアザビシクロ（４,
３,０）ノネン-５（以下ＤＢＮと略）塩が挙げられ、ＤＢＵ塩がより好ましい。ＤＢＵ塩
としては、ＤＢＵ－炭酸塩、ＤＢＵ－ステアリン酸塩、ＤＢＵ－２－エチルヘキシル酸塩
、ＤＢＵ－安息香酸塩、ＤＢＵ－サリチル酸塩、ＤＢＵ－３－ヒドロキシ－２－ナフトエ
酸塩、ＤＢＵ－フェノール樹脂塩、ＤＢＵ－２－メルカプトベンゾチアゾール塩、ＤＢＵ
－２－メルカプトベンズイミダゾール塩等であり、ＤＢＮ塩としては、ＤＢＮ－炭酸塩、
ＤＢＮ－ステアリン酸塩、ＤＢＮ－２－エチルヘキシル酸塩、ＤＢＮ－安息香酸塩、ＤＢ
N－サリチル酸塩、ＤＢＮ－３－ヒドロキシ－２－ナフトエ酸塩、ＤＢN－フェノール樹脂
塩、ＤＢＮ－２－メルカプトベンゾチアゾール塩、ＤＢＮ－２－メルカプトベンズイミダ
ゾール塩等が挙げられ、特に好ましくはＤＢＵ－３－ヒドロキシ－２－ナフトエ酸塩、Ｄ
ＢＵ－フェノール樹脂塩が挙げられる。促進剤の配合量は、エピハロヒドリン系ゴム１０
０重量部に対して０．１～１０重量部、好ましくは０．１～５重量部、特に好ましくは０
．１～３重量部である。
【００２３】
カルボン酸の亜鉛塩
　本発明で用いられる（ｅ）カルボン酸の亜鉛塩は脂式モノカルボン酸の亜鉛塩や脂式ジ
カルボン酸の亜鉛塩、芳香族カルボン酸の亜鉛塩などがあげることができ、好ましくは炭
素数１０～２４のカルボン酸の亜鉛が好ましく、特に好ましくは炭素数１０～２４の脂式
カルボン酸の亜鉛塩又は炭素数１０～２４の脂式ジカルボン酸の亜鉛塩である。
【００２４】
　本発明で用いられる（ｅ）カルボン酸の亜鉛塩を具体的に例示すると、ラウリン酸亜鉛
塩、ミリスチン酸亜鉛塩、パルミチン酸亜鉛塩、ステアリン酸亜鉛塩、オレイン酸亜鉛塩
、セバシン酸亜鉛塩、テレフタル酸亜鉛塩、安息香酸亜鉛塩等であり、ステアリン酸亜鉛
塩、オレイン酸亜鉛塩、セバシン酸亜鉛塩が好ましく、ステアリン酸亜鉛塩が特に好まし
い。カルボン酸の亜鉛塩は一種を単独で用いても、二種以上を組み合わせて用いても良い
。カルボン酸の亜鉛塩の配合量はエピハロヒドリン系ゴム１００重量部に対して好ましく
は０．１～５重量部、特に好ましくは０．１～３重量部である。
【００２５】
その他の添加物
　本発明の加硫用ゴム組成物には、本発明の効果を損なわない限り、上記以外の配合剤、
例えば、遅延剤、老化防止剤、滑剤、充填剤、補強剤、可塑剤、加工助剤、難燃剤、発泡
助剤、導電剤、帯電防止剤等を任意に配合できる。さらに本発明の特性が失われない範囲
で、当該技術分野で通常行われている、ゴム、樹脂等のブレンドを行うことも可能である
。
【００２６】
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加工方法
　本発明による加硫用ゴム組成物を製造するには、従来ポリマー加工の分野において用い
られている任意の混合手段、例えばミキシングロール、バンバリーミキサー、各種ニーダ
ー類等を用いることができる。本発明の加硫ゴム材料は、本発明の加硫用ゴム組成物を通
常１００～２００℃に加熱することで得られる。加硫時間は温度により異なるが、通常０
．５～３００分の間である。本発明の加硫成型の方法としては特に限定されるものではな
いが、加硫時に金属と接触するような加硫方法、例えば金型による圧縮成型、射出成型、
鉄心に挿入した後スチーム缶やエアーオーブン等による加熱の方法などが好適に用いられ
る。　
【００２７】
　本発明の加硫物は、通常エピハロヒドリン系ゴムが使用される分野に広く応用すること
ができる。例えば、自動車用途などの各種燃料系積層ホース、エアー系積層ホース、チュ
ーブ、ベルト、ダイヤフラム、シール類等ゴム材料や、一般産業用機器・装置等のゴム材
料として有用である。
【００２８】
　以下、本発明を実施例、比較例により具体的に説明する。但し、本発明はその要旨を逸
脱しない限り以下の実施例に限定されるものではない。
【００２９】
　[実施例]
実施例１～３、比較例１～４
　下記表１に示す各材料をニーダーおよびオープンロールで混練し、未加硫ゴムシートを
作製した。未加硫ゴムシートを１７０℃で１５分プレス加硫し、２ｍｍ厚の一次加硫物を
得た。さらにこれをエア・オーブンで１５０℃で２時間加熱し、二次加硫物を得た。得ら
れた二次加硫物を用い、引張試験（初期物性）、耐熱性の評価を行った。各評価試験はＪ
ＩＳ　Ｋ　６２５１、ＪＩＳ　Ｋ　６２５３、ＪＩＳ　Ｋ　６２５７に記載の方法に準じ
て行った。
　また同じく得られた未加硫ゴムシートで８０ｍｍ×８０ｍｍ×1ｍｍの金属板（ステン
レス鋼　ＳＵＳ３０３）をはさみ１７０℃で１５分プレス加硫し、所定時間後取り出し目
視で金属板表面を観察した。この操作を繰り返し所定回数後の表面状態を金属汚染性の指
標とした。また、同様の試験を１６０℃・３０分の蒸気加硫でも行い、金属汚染性の試験
とした。耐熱性の試験及び金属汚染性の試験についての試験結果を以下の表２に示す。
【００３０】
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【表１】

＊１　ダイソー株式会社製「エピクロマーＣ」、エピクロルヒドリン-エチレンオキサイ
ド共重合体
＊２　協和化学工業株式会社製「ＤＨＴ-４Ａ」
＊３　ダイソ－株式会社製「Ｐ－１５２」
＊４　大内新興化学工業株式会社製「ノクセラーＢＺ-Ｐ」
＊５　ダイソ－株式会社製「ダイソネットＸＬ－２１Ｓ」
【００３１】
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【表２】

【００３２】
　本発明において、耐熱性が良好であるとは、耐熱試験後の強度変化ΔＴｂが少ないもの
のことを指す。
　表1、表2中の比較例１は有機亜鉛化合物としてジチオカルバミン酸の亜鉛塩を含有した
例であり、比較例２～４はジチオカルバミン酸の亜鉛塩と一般的な滑剤を含有した例であ
る。それと比較してカルボン酸の亜鉛塩を含有した実施例１～３は耐熱性などを損なうこ
となく金属汚染性が改善されていることが判る。
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